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各  位  

 

埼玉労働局労働基準部健康安全課長 

 

 

伐木等作業における安全対策の徹底について 

 

平素は労働安全衛生行政の推進につきまして、ご理解、ご協力を賜り厚くお礼

申し上げます。 

伐木等作業の安全につきましては、労働安全衛生法令や「チェーンソーによる

伐木等作業の安全に関するガイドライン」等に基づく安全対策を推進し、関係各

位におかれてもご協力いただいているところです。 

しかしながら、令和４年以降、埼玉労働局管内の伐木等作業に関連する労働災

害は、増加の傾向にあり、作業者が伐倒木の下敷きとなって命を落とす等、悲惨

な事故も後を絶たない状況にあります。 

こうしたことから、当局では伐木等作業における安全対策の徹底を目的とし

て、別添リーフレットを作成しました。 

つきましては、貴機関における広報媒体等を通じて、関係者への周知啓発に御

協力賜りますようお願い申し上げます。 

なお同リーフレットは、埼玉労働局のホームページにも掲載しています。 

 https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/home.html 

 

 
担当窓口： 
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